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1. 概要 

本資料は、第 4回申請及び新型遠心機への更新等に係る申請の【核燃料物質の臨界防止

に関する説明書】（以下「説明書」という。）において説明した事項に関して、申請内容の

妥当性、記載内容の根拠等について説明するものである。 

 

2. 申請対象と技術基準規則の関係 

本施設における臨界管理の対象は、濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウランを内包する可能性の

ある設備及び機器である。 

 

3. 設工認申請書添付書類における変更内容に係わる補足説明事項 

説明書での申請内容に関する補足説明を添付１に示す。 

 

4. 既認可から変更がない設計について 

「技術基準規則 第 4 条 核燃料物質の臨界防止」の要求事項及び設計に変更がないとし

たものについて，既認可の申請内容を添付２に示す 
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変更内容に係る補足説明事項について 
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【第４回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第4条に基づき，本施設に

おける核燃料物質の臨界防止について説明するものである。（注7） 

 

 

 

 

本資料では，技術基準規則第4条の要求事項に変更はないが，カスケード設備を対象にカスケード設備の主配

管の設計変更（濃縮度管理のインターロックの変更 による演算機

能の撤去））（注1）に関する臨界防止について説明する。 

上記以外の設備及び機器については，本項における要求事項及び設計に変更がないため，今回の申請において

変更は行わない。 

なお，技術基準規則第12条「加工施設内における溢水による損傷の防止」の追加に対しては，本施設の濃縮

UF6を収納する容器等が冠水し，完全水反射の条件となっても中性子実効増倍率は 0.95 以上とならないことを

既認可から確認しており，臨界の防止に対する溢水防護は不要である。（注2） 

 

 

2. 基本方針 

カスケード設備の主配管の濃縮度管理のインターロックは，濃縮度管理をカスケード設備で行い，施設全体で

取り扱う濃縮度を5 %以下とするために設けている機能（注1）である。したがって，本機能の一部である

による演算機能を撤去した場合においても，濃縮度管理をカスケード設備で

行うことができる設計とする。 

 

3. 臨界安全設計 

今回撤去する演算機能は，金属胴遠心機の新型遠心機への更新時に，

による演算のどちらか一方を選択できるよう追加した機能（注1）であるが，

新型遠心機の運転実績により演算方法の切り替えを行う必要はない。 

本機能を撤去しても，二重化した「 による濃縮度管理のインターロック」，「濃

縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック」にて濃縮度が制限値を超えないよう管理し，これらのインタ

ーロック（注 1）の二つ以上の機能を常に確保することから，インターロックの保守点検期間中等においても，濃

縮度異常の発生は防止される。 

本設計の具体的内容は「V-1-1-10 警報設備等に関する説明書」にて説明する。 

 

 

 

（注7）以下のとおり第4条第3項に本施設が該当しないことを明確にする。 

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第4条に基づき、本

施設における核燃料物質の臨界防止について説明するものである。なお、第4 条第 3 項については、本

施設において臨界質量以上のウラン又はプルトニウムを取り扱う設備はないことから該当しない。 

 

 

 

（注1）別紙1参照。 

 

 

（注2） 

なお、技術基準規則第12条「加工施設内における溢水による損傷の防止」の追加に対しては、本施設

の濃縮UF6を収納する容器等が冠水し、完全水反射の条件となっても中性子実効増倍率は0.95以上とな

らないことを既認可（認可番号：平成6年12月15日付け6安（核規）第665号）から確認しており、

臨界の防止に対する溢水防護は不要である。 

※既認可の評価内容については別紙2参照。 

 

 

（注1）別紙1参照。 

 

 

 

 

 

（注1）別紙1参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・濃縮度管理イ

ンターロック

の

によ

る演算の撤去

以外は、臨界

安全設計の既

認可からの変

更はなし。 

 

 

  ※青枠で示した箇所は、設工認申請書の記載の充実化、適正化を図る箇所を示す。 
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【遠心機更新】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第4 条に基づき，本施設に

おける核燃料物質の臨界防止について説明するものである。 

本資料では，カスケード設備の遠心分離機（RE- ）及び主配管に関する臨界防止について説明する。 

なお，当該機器の本条に対する設計については，「新規制基準への適合に係る申請（1 次申請～5 次申請）」の

3 次申請で認可済み（認可番号：原規規発第2003265 号（令和2 年3 月26日付け））であるカスケード設備の

遠心分離機（RE- ）及び主配管と同じである。（注7） 

 

2. 基本方針 

本施設は，遠心分離法により天然ウランから濃縮度 5 %以下の低濃縮ウランを製造する施設であり，UF6を核

分裂性物質密度が小さい気体状で濃縮し，固体状のUF6は減速材及び反射材となる水との接触がない状態で取り

扱うことから，臨界安全上の核的制限値を有する機器の有無によらず，臨界が発生するおそれはない。また，設

計を上回る技術的に見て発生し得るいかなる条件においても臨界の発生は想定されないことから，臨界安全上

の安全上重要な施設はないが，濃縮ウランを取り扱うという観点から，以下の対策を講じる設計とする。 

既許可申請の設計を維持し，通常時に予想される機器等の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の

誤操作を想定した場合に，核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするために，核燃料物質の臨界防止に

係る基本方針を以下のとおりとする。 

・本施設で取り扱う核燃料物質は，天然ウラン，濃縮ウラン及び劣化ウランとし，このうち濃縮度0.95 %以上

の濃縮ウランを内包する可能性のある設備及び機器を臨界管理の対象とする。 

・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，臨界管理の対象に選定する設備及び機器は，濃縮

度，減速度及び形状寸法の核的制限値を定め，濃縮度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理を組み合わせて管

理する。 

・本施設においては，施設全体で取り扱う濃縮度を5 %以下とするために，濃縮度管理をカスケード設備で行

う。新型遠心機によるカスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5 %を超える場合があるが，カスケード設

備の製品側出口において濃縮度を5 %以下に管理する。 

・核的制限値の設定に当たっては，取り扱うウランの化学的組成，濃縮度，密度，幾何学的形状及び減速条件

を考慮し，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差等を考慮して十

分な裕度を見込む。（注5） 

 

 

 

・二つ以上の単一ユニットの配列については，十分な離隔距離を確保し，ユニット相互間の距離の実効増倍率

が0.95 以下となる配置とする。（注6） 

・核的制限値の維持管理については，起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限

り臨界に達しない設計とする。 

・参考とする手引書，文献等は公表された信頼度の十分高いものを使用する。また，臨界計算コード（注3）は，

実験値等との対比が行われ，信頼度の十分高いことが立証されているコード（文献）を使用する。 

 

3. 臨界安全設計（注4） 

3.1 単一ユニット 

各単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物質の種類，量，物理的・化学形態等を考慮し，核的制限

値を設定して技術的に見て想定されるいかなる条件下でも臨界とならない設計とする。 

 

 

（注7）以下のとおり第4条第3項に本施設が該当しないことを明確にするとともに記載の適正化を図る。 

本資料は、「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第4条に基づき、本

施設における核燃料物質の臨界防止について説明するものである。なお、第4 条第 3 項については、本

施設において臨界質量以上のウラン又はプルトニウムを取り扱う設備はないことから該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 5）・核的制限値の設定に当たっては、取り扱うウランの化学的組成、濃縮度、密度、幾何学的形状及

び減速条件を考慮し、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算によ

る誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5 %を超え

る場合があることを踏まえて、カスケード設備の臨界評価においては、安全側の評価となるよう

濃縮度を設定（濃縮度：7%）して評価を行う。 

 

（注6）本記載内容に関して、事業変更許可申請書の記載内容を踏まえた説明方針を別紙5に示す。 

 

 

 

（注3）別紙3参照。 

 

 

（注4）3. 臨界安全設計以降の修正内容を別紙4に示す。 

 

 

 

 

※青枠で示した箇所は、設工認申請書の記載の充実化、適正化を図る箇所を示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

事業変更許可申請書に示すように，遠心分離機と主配管を合わせて十分な裕度（濃縮度：7 %，内部減速条件：

HF 濃度をパラメータとした最適条件，外部雰囲気：水密度をパラメータとした最適条件，配列：無限個配列）

を見込んだモデルにより臨界計算を行った結果，実効増倍率は0.95 以下であり，カスケード設備は臨界に達す

ることはなく，濃縮度以外の核的制限値を設定する必要はない。 

今回の申請対象における単一ユニットの核的制限値及び臨界安全値は，次表のとおりとする。 

 

設備及び機器 臨界因子 取扱物質形態 核的制限値 臨界安全値 

カスケード設備 

（遠心分離機，主配管） 
濃縮度 UF6 5％※ － 

 

※ カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5 %を超える場合があるが，「新規制基準への適合に係る申請（1 

次申請～5 次申請）」の申請範囲であるカスケード設備の主配管に濃縮度管理のインターロックを設け，濃

縮度管理を行い，カスケード設備の製品出口の濃縮度として5 %を設定する。 

 

 

 

3.2 複数ユニット 

新型遠心機によるカスケード設備については，単一ユニットの評価において，遠心分離機を無限個配列したモ

デルにより評価したため，配列を考慮した複数ユニットの評価は単一ユニットの評価に含まれる。（注6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※インターロックの詳細は別紙1のとおり。 

 

 

 

 

 

 

（注6）本記載内容に関して、事業変更許可申請書の記載内容を踏まえた説明方針を別紙5に示す。 
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別紙１ 
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新型遠心機プラントの濃縮度管理インターロックについて 

 

１．はじめに 

カスケードの濃縮度制御は

で行う。さらに、

の制御方法に分けられる。（別添１参照） 

金属胴遠心機によるカスケードは

を採用していた。 

新型遠心機によるカスケードは、

、電力会社の需要濃縮度（低濃縮度から高濃縮度へシフト）と新型遠

心機の特性 を踏まえ、 選択できるよ

うにしたが、今回の申請（第 4回申請）において を削除することを申請した。 

以下に、カスケードの濃縮度の管理方法等について説明する。 

 

２．濃縮度の管理方法 

(1) カスケード制御方法の比較（添付－1 参照）と今回の変更 

・

カスケードを設置しているカスケード室は、第 2 種管

理区域であり、

濃縮度の制御をしやすい。 

・ただし、

、遠心分離機に与える負荷が大きくなる。 

・2A カスケード前半分の導入時には、電力会社から従来に比べ高い濃縮度の要求が増えて

おり、 濃縮度の変動が大きくなり濃縮役務を行うことができない可能

性があったため、 も行えるようにしたが、

抑制されているため、実績として により濃縮役務を行うこ

とができることから による濃縮度判定機能

は削除する。本機能を撤去しても、 「 による濃

縮度管理のインターロック」、「濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック」にて

濃縮度が制限値を超えないよう管理し、これらのインターロックの二つ以上の機能を常に

確保することから、濃縮度異常の発生は防止される。 
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別紙 2 
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別紙 3 
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臨界計算に用いる臨界計算コードについて 

 

本施設の臨界計算において、臨界計算コードは、米国ＮＲＣ（原子力安全局）のライセンス

評価コードシステムＳＣＡＬＥに内蔵されている KENO-Ⅳ/s と KENO-Ⅴaを使用している。 

両計算コードの主な違いは、取扱える計算形状の自由度にある。 

  KENO-Ⅳ/s は、例１のように直方体に区画される領域内に単一ユニットが存在していなけれ

ばならず、ユニットと交差して区画される形状では計算ができない。 

  これに対し、KENO-Ⅴaの場合、例２のような形状でも計算できる処理能力がある。 

  遠心分離機の臨界計算においては、遠心分離機を無限個配列したモデルにより、カスケード

設備全体を単一ユニットとして計算を行うことから KENO-Ⅴaを用いている。 

第 4 回申請で申請したコールドトラップ、ケミカルトラップの複数ユニットの臨界計算に

おいては、単一ユニットを一定の表面間距離で配置したモデルで計算を行うことから KENO-Ⅳ

/s を用いている。 

 

 

 

例１．KENO-Ⅳ/s が取り扱える計算形状 

○ ○ ○   

 ○  ○  

   ○  

○ ○ ○ ○  

 

例２．KENO-Ⅴa が取り扱える計算形状 
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別紙4 
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実効増倍率は0.95以下であり，カスケード設備は臨界に達することはなく，濃縮度以外の核的制限

値を設定する必要はない。今回の申請対象における単一ユニットの核的制限値及び臨界安全値は、次

表のとおりとする。 

 

設備及び機器 臨界因子 取扱物質形態 核的制限値 臨界安全値 

カスケード設備 

（遠心分離機、主要配管） 
濃縮度 UF6 5％※ － 

 

※ カスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が5 %を超える場合があるが、「新規制基準への適合に係る申請

（第1回申請～第5回申請）」のうち、第4回申請にて申請するカスケード設備の濃縮度管理インターロッ

クに係る計器及びインターロック機能にて、濃縮度管理を行い、カスケード設備の製品出口の濃縮度が5 %

を超えないようにする。従って、カスケード設備の製品出口の濃縮度として5 %を設定する。 

 

（２）複数ユニット 

 （a）新型遠心機カスケードの複数ユニット評価 

   前記のとおり、新型遠心機のカスケード設備については、臨界計算の単一ユニットの評価に

て、遠心分離機の周囲を完全反射面にし、遠心分離機同士が接触した状態で無限個配列してい

るのと同じ状態をモデル化し、実効増倍率が0.95以下であることを確認している。 

従って、カスケード設備（遠心分離機、主要配管）の離隔に必要な距離は0 mとなり、カス

ケード設備（遠心分離機、主要配管）の配置において十分な離隔距離は確保される。 

 

 

  

※青枠で示した箇所は、設工認申請書の記載の充実化、適正化を図る箇所を示す。 
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参考資料1 
臨界評価に係る既認可との比較 

（RE-2A前半分とRE-2A後半分の比較） 

 

今回の申請機器である RE-2A 後半のカスケード設備は新設機器であるが、RE-2A 前半のカスケー

ド設備の増設であり、使用条件及び設計上定める条件並びに仕様及び構造は同じであることから、

評価に用いるインプット条件及び結果についても同じとなる。 

上記に係る項目を比較表形式で示す。 
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参考資料2 
既設の金属胴遠心機との相互影響評価に関する参考資料 

 

 RE-2B、2C のカスケード設備は、既設の金属胴遠心機の撤去について第 3 回申請で認可を受け

ており、今後新型遠心機に更新するまで運転することはないが、金属胴遠心機と新型遠心機間の相

互干渉を考慮しても未臨界となることを既認可（認可番号：平成22・03・01原第3号（平成22年

4 月8 日付け））において以下のとおり確認している。 

・既設の金属胴遠心機のカスケード設備について、遠心分離機を無限個配列したモデルにより評

価をした結果、未臨界であることを確認している（認可番号： 5安（核規）第499号（平成5年

8月26日付け））。 

・これより、金属胴遠心機のカスケード設備から発生した中性子が新型遠心機のカスケード設備

へ及ぼす影響及び新型遠心機のカスケード設備から発生した中性子が金属胴遠心機のカスケード

設備へ及ぼす影響は、各カスケード設備を無限個配列した評価に包含されており、金属胴遠心機

のカスケード設備と新型遠心機のカスケード設備の相互配列は臨界とならない。 

 

上記下線部に関して、既認可申請書の該当部分を参考資料2-1、2-2として示す。 
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別紙 5 
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カスケード設備の複数ユニットに係る方針の事業変更許可申請書の記載を踏まえた説明方針について 

 

事業変更許可申請書 
説明方針 

本文 添付書類五 

ロ 加工施設の一般構造 

（イ）核燃料物質の臨界防止に関する構造 

 

・二つ以上の単一ユニットの配列については、十分な離隔距離を確保する。 

ロ 臨界安全設計 

（イ）基本的な考え方 

(2) 複数ユニットの臨界安全 

本施設における二つ以上の単一ユニット（以下「複数ユニット」という。）

の配列については、十分な離隔距離を確保する。 

 

（ロ）臨界管理の基準 

(3) ユニット間の中性子相互作用 

UF6を取り扱う UF6シリンダ類及び付着ウラン回収容器と、コールドトラ

ップ、減圧槽、ケミカルトラップ(NaF)の複数ユニットについては、ユニッ

ト相互間の距離の実効増倍率が0.95以下となる配置とする。 

 

ロ 臨界安全設計 

（ニ）各設備の臨界安全性 

(1) 2号カスケード室の設備 

2号カスケード室には、遠心分離機及び配管から構成されるカスケード設

備を設置する。カスケード設備は、原料UF6を供給し、製品UF6と廃品UF6に

分離する。 

① 単一ユニット 

カスケード設備に供給する原料UF6は気体であり、その構成要素である

遠心分離機及び配管の内部においても、UF6は大気圧以下の気体である。 

新型遠心機によるカスケード設備の臨界安全性を評価するために、十分

な裕度を見込んだモデルにより臨界計算を実施して確認する。 

表5－2に示す臨界計算モデルにより臨界計算（KENO－Ⅴ.a）を行った

結果、実効増倍率は0.95以下であり、カスケード設備は臨界に達するこ

とはなく、濃縮度以外の核的制限値を設定する必要はない。 

② 複数ユニット 

上記のとおり、新型遠心機によるカスケード設備については、遠心分離

機を無限個配列したモデルにより単一ユニットとして評価したので、各カ

スケードは複数ユニットとしての評価は不要である。 

【基本方針】 

 

 

・二つ以上の単一ユニットの配列については，十分な離隔距離を確保し，ユ

ニット相互間の距離の実効増倍率が0.95 以下となる配置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【臨界安全設計（複数ユニット）】 

 （a）新型遠心機カスケードの複数ユニット評価 

   前記のとおり、新型遠心機のカスケード設備については、臨界計算の

単一ユニットの評価にて、遠心分離機の周囲を完全反射面にし、遠心分

離機同士が接触した状態で無限個配列しているのと同じ状態をモデル

化し、実効増倍率が0.95以下であることを確認している。 

従って、カスケード設備（遠心分離機、主配管）の離隔に必要な距離

は0 mとなり、カスケード設備（遠心分離機、主配管）の配置において

十分な離隔距離は確保される。 
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添付２ 

 

既認可の申請内容 
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